
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

無断転写禁 

8 月 9 日(金) 20:30 より解答速報会を LIVE 配信で実施！！ 

得点すべき箇所、合格ラインの目安など一挙公開！！ 

第69回税理士試験 法人税法解答速報 第４版(2019年 8 月９日 13:00現在) 

解答は弊社独自の見解に基づき作成するもので、主催者の解答を保証するものではありません。 

また、解答は予告なく変更することがあります。 

〔第一問〕 

問１  

⑴（11点） 

⑴ 会計期間の定めがある場合 

法人の財産及び損益の計算の単位となる期間（以下「会計期間」という｡）で、法令で定めるもの又 

は法人の定款、寄附行為、規則、規約等（以下「定款等」という｡）に定めるものをいう。 

⑵ 会計期間の定めがない場合 次の場合には、それぞれの場合による会計期間又は期間をいう。 

① 法令及び定款等に会計期間の定めがない場合には、設立等の日以後２月以内に会計期間を定めて納 

  税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 

② ①の届出をすべき法人（人格のない社団等を除く｡）がその届出をしない場合には、納税地の所轄税 

務署長は、その会計期間を指定し、その法人に対し、書面によりその旨を通知する。①の届出をすべき 

 人格のない社団等がその届出をしない場合には、その年の１月１日から12月31日までの期間とする。 

⑶ 会計期間が１年を超える場合 

⑴又は⑵の期間が１年を超える場合には、その期間をその開始の日以後１年ごとに区分した各期間（最 

後に１年未満の期間を生じたときは、その１年未満の期間）をいう。 

 

⑵ 

ケース１（１つにつき３点） 

① 内国法人が事業年度の中途において解散（合併による解散を除く｡）をした場合 

② 
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで

の期間 
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⑵続き 

ケース２ 

① 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合 

② その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間 

 

ケース３ 

① 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 

② その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間 
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問２ 

⑴（５点） 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業 

に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの 

（一定の費用に該当するものを除く。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

⑵（１つにつき１点） 

１ 専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用 

２ 
飲食費で、参加者一人当たりの支出金額が５千円以下のもの（一定の書類を保存している場

合に限る。） 

３ カレンダー等の贈与費用で通常要する費用 

４ 会議費に関連して飲食物を供与するために通常要する費用 

５ 取材費等で通常要する費用 
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① 
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明らかにされ

解答速報

格ラインの

除限度額をも

の金額をいう

の月数
  

申告書又は更

適用する。 
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のをいう。 

E 配信で実

ど一挙公開
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無断

実施！！ 

開！！ 
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を除く。）で

 

 

 

 

 

 

 

断転写禁 

。 

に関する

その法人

であって、



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

無断転写禁 

8 月 9 日(金) 20:30 より解答速報会を LIVE 配信で実施！！ 

得点すべき箇所、合格ラインの目安など一挙公開！！ 

⑸（１つにつき４点） 

事実

関係 
該当の可否とその理由 

１ 

交際費等に該当する。  

交際費等から除かれる売上割戻しとして認められるのは、得意先である事業者に対し、売

上割戻し等として一定の基準による金銭や事業用資産又は少額物品の交付に限られるため、

旅行招待費用は、接待等の費用として交際費等に該当する。なお、たまたまその旅行、観劇

等に参加しなかった得意先に対し、その預り金等として積み立てた金額の全部又は一部に相

当する金額を支払ったとしても、その支払った金額は交際費等に該当する。 

 

  

 

  

２ 

交際費等に該当しない。 

法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場

内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従

業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用は、その法人の従

業員等と同じ勤務状況であるため、業務委託のために要する費用等として、交際費等に該当

しない。 

 

 

 

３ 

交際費等に該当する。 

本問謝礼等は、駐車誘致行為に対する運転手等への謝礼すなわち贈答に該当し、接待等で

あり、交際費等から除かれる費用に該当しないため、交際費等に該当する。 
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〔第二問〕 

  問Ⅰ 

  租税公課・納税充当金に関する事項 
  問１ 

税務上調整すべき金額 
（加算・減算の別及び 
留保・流出の別） 

計 算 過 程 

納税充当金支出事業税等（減算留

保）3,490,000円★ 

損金経理納税充当金（加算留保） 

48,750,000円★ 

損金経理附帯税等（加算社外流出）

250,000円★ 

損金経理法人税（加算留保） 

12,990,000円★ 

損金経理住民税（加算留保） 

2,740,000円★ 

未払事業所税否認（加算留保） 
1,080,000円★ 
役員給与損金不算入額（加算社外流

出）20,000円★ 
仮払税金認定損（減算留保） 

19,700,000円★ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（20,610,000＋18,240,000）－36,800,000 

＋46,700,000＝48,750,000円 

110,000＋80,000＋60,000＝250,000円 

 

13,100,000－110,000＝12,990,000円 

 

2,800,000－60,000＝2,740,000円 

  

  

 

 

 

13,100,000＋3,800,000＋2,800,000＝19,700,000 円 
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格ラインの

判

ース期間終了

計

償却限度額

① 普通 

 （48,000,0

＝10,200

＋2,600,

∴ 10,2

② 特別（新

（48,000,0

＝15,300

③ ①＋②＝

償却超過額

（800,000×７

＝△12,650

12,650,000

∴ 12,650

 

報会を LIVE

の目安など

断 の

了後に無償で当

算

額 

000＋400,000

0,000円≧（4

000）×0.06

200,000×
７

12
＝

新品と判断して

000＋400,000

0,000円 

＝21,250,000円

額 

７＋400,000＋

0,000 

0 円＜15,300

0,000 円 1 年

E 配信で実

ど一挙公開

の 理

当社に譲渡さ

過

0＋2,600,000

48,000,000＋

6552＝3,341,

＝5,950,000
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0＋2,600,000

円 

＋2,600,000）

,000 円  

間繰越★ 
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されるため★

程 

0）×0.200 

＋400,000 

,520円   

円★  

適用） 

0）×30％ 

）－⑴ 
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⑶ ⑵
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⑶ ⑵
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計
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続き 

600,000×
4,

60

配当等の額 

関連法人株

その他株式

1,140,000

非支配目的

控除負債利子

当期支払負

1,280,000

総資産簿価

395,522,0

関連法人株

原則法 

①×
③

②
 ＝

簡便法 

(イ) 
144,1

 9,720,

(ロ)  9,600,

益金不算入額

原則法 

(⑵①－⑶④

簡便法 

(⑵①－⑶⑤

①＞②  

除所得税額）
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株式出資 
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⑶ ⑴
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続き 

簡便法 

159,276＋

＋20,420×

①＜②  
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357,350 円★

⑴＋⑵＝629
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源泉税の損金

株式評価損計

子会社配当等
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２

271,667 円

留保・流出の

留保・流出の

,000 円 

円★ 

E 配信で実

ど一挙公開

(0.834) 

の別） 

の別） 

無断

実施！！ 

開！！ 

 

 

 

 

 

 

 

断転写禁 



 

 

 

問Ⅱ 

  棚卸資

  問６ 
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終仕入

 

 

Ｈ商

600,0

Ｉ商

1,900

Ｊ商品

100,0

 

 

 

 

  減価償

  問７ 

（Ｋ建

（加算

 

 

 

 
 

8 月 9

得点

資産に関する
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税務上調整
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留保・流

品評価損否

000 円★ 

品評価損否
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税務上調整
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る事項 

社適用される

しなかった場

より算出した

整すべき金額
減算の別及び
流出の別） 

否認（加算留

否認（加算留

認（加算留保

関する事項 
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8 月 9
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留保・流

に関して） 

日(金) 2

点すべき箇

277 円★ 

000 円★ 
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整すべき金額
減算の別及び
流出の別） 

20:30 より解

箇所、合格
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無断転写禁 

8 月 9 日(金) 20:30 より解答速報会を LIVE 配信で実施！！ 

得点すべき箇所、合格ラインの目安など一挙公開！！ 

  役員給与に関する事項 

  問８ 

税務上調整すべき金額 
（加算・減算の別及び 
留保・流出の別） 

計 算 過 程 

（Ｏに関して） 
（加算社外流出）600,000円★ 

 
 
 
 
 

非常勤であり、合併法人と被合併法人の取締役を兼務

し、双方から役員給与の支給を受けていた取締役につ

いて、合併後も合併前のそれぞれの法人における職務

を遂行することとなった場合において、合併後の役員

給与を２社で支給していた給与の合計額に改定した事

例に該当しないため 

10 万円×６月＝600,000円★ 

 

  繰越欠損金に関する事項 

  問９ 

（欠損金額の当期控除額及びその計算過程） 
6,640,000＋1,500,000＋1,690,000＋3,530,000＋480,000＝13,840,000円★ 

＞17,680,000×50％＝8,840,000 円 

∴ 8,840,000円★欠損金額の当期控除額 
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ついては、テ
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たいところ

ところです

しいところ
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 第 69 回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験が終わると、多くの方は来年度、第 70 回税

理士試験受験に向けた準備を始められることと思います。 

 ネットスクールでは、8 月後半より 2020 年度(第 70 回)税理士試験に向けた科目選びや講座選びに役

立つイベントをインターネット上で無料配信致します。WEB 講座や解答速報会と同じシステムを使うので、リ

アルタイムでご参加頂くと、チャットを通じて講師に直接相談や質問をすることも可能です。 

 

 

月  火  水  木  金  土  日  

8/5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 9/1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

イベントや WEB 講座の詳細、受講のお申込はネットスクールホームページをご覧下さい。 
皆様のご受講、お待ちしております。 

第 69 回税理士試験本試験  

法人税法  簿記/財表  

 

法人税法  簿記/財表  

 

WEB 講座開講無料体験講義(20:00～) 

簿記論  法人税法  相続税法  

消費税法  

https://www.net-school.co.jp/ or 『ネットスクール』で検索！ 

科目別 WEB 講座無料説明会(20:00～) 

WEB 講座開講前無料オリエンテーション(20:00～) 【無料オリエンテーション】  
開講に先立ち、科目別の効率的な

や心構えをお伝えします。 学習方法

【無料説明会】  
各科目の概要や WEB 講座の特長・
学習スタイルなどをお伝えします。 消費税法  相続税法  

 

消費税法  相続税法  

WEB 講座開講無料体験講義(20:00～) 

【無料体験講義】  
各コースの初回 OUTPUT 講義を無
料配信します。ぜひ、実際の講義を

 体験してみて下さい。
財務諸表論 

【WEB 講座ショッピングクレジット金利無料キャンペーンのお知らせ】 

３万円以上の WEB 講座のお申し込みでご利用頂けるショッピングクレジット（分割払い）の金利を、2019 年 9 月

9 日(月)正午までの期間限定でネットスクールが全額負担いたします！この機会をお見逃しなく！ 

※都合により予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

※ 国税徴収法は、以下の日付よりオンデマンド配信を行う予定です。 
無料説明会：8/23(金) オリエンテーション：8/26(月) 


